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１－１．台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ（抄）

 R1年台風15号及び19号の停電復旧対応から明らかになった課題の抽出と、これを踏
まえて今後とるべき対策の整理、過去の教訓等を踏まえて、電力供給のレジリエンス強
化に向けて一体として取り組むべき課題・対策について整理した。

（出典）台風15号の停電復旧対応等に係る検証結果取りまとめ概要（2020年１月）



強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案【エネルギー供給強靱化法案】概要

 自然災害の頻発、再生可能エネルギーの拡大等、電気供給を巡る環境変化を踏まえ、
強靱かつ持続可能な電気の供給体制を確立するため電気事業法を改正。

 送配電事業者への、災害時連携計画の策定を義務化。

１－２．エネルギー強靱化法案について

（出典）電力レジリエンスワーキンググループ（第11回）（2020年6月） 2
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１－３．災害時連携計画
 災害等による事故が発生した場合にも電気の安定供給を確保するため、あらかじめ、
一般送配電事業者間での連携に関する計画（災害時連携計画）の届出を行う
義務を電気事業法へ規定。

 一般送配電事業者10社が共同で災害時連携計画を作成、R2年7月に届出。R2年
台風10号の対応の教訓を踏まえ、R3年6月に見直し。

電力レジリエンスワーキンググループ（第８回）資料５に一部加筆

＜電気事業法＞（抄）
（災害時連携計画）
第三十三条の二 一般送配電事業者は、共同して、経済産業省令で
定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給
の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の
連携に関する計画（以下この条において「災害時連携計画」という。）
を作成し、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならな
い。これを変更したときも、同様とする。
２ 災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 一般送配電事業者相互の連絡に関する事項
二 一般送配電事業者による従業者及び電源車の派遣及び運用に関
する事項
三 迅速な復旧に資する電気工作物の仕様の共通化に関する事項
四 その他経済産業省令で定める事項
３～５ （略）
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２．災害対策基本法の改正
 頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害
対策の実施体制の強化を図るため、R3年５月に公布・施行。

 災害の発生するおそれ段階からの災害対策本部の設置が可能となった。

出処：内閣府資料
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３－１．今年度夏季における電気設備に対する保安管理の徹底の要請

 電力需要期等と自然災害に対して保安管理の徹底についての要請。

電力需要期 自然災害
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３－２．（参考）2021年度夏季に向けた電力需給対策について



３－３．（参考）各エリアの夏季需給見通し
 電力広域機関が取りまとめた需給検証報告書によれば、今年の夏は、猛暑H1需要に
対し、北海道・沖縄を除く全国８エリアで、予備率が3.7％（7月）、3.8％（8
月）になる見通し。

※供給力、供給予備率等はエリア間融通を勘案後の数値
※需給検証においては、最も厳しい断面において予備率が確保できているかを確認することを目的としており、上表においては新型コロナウイルスの影響による需要の減少見通しは
考慮していない。 7

電力需給検証報告書（2021年5月12日電力広域的運営推進機関）

【7月】 東３エリア 北海道 東北 東京 中西６エリア 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 ９エリア 沖縄 10エリア

供給力
(内 電源Ⅰ´)

7,603
(184)

514
(16)

1,339
(48)

5,750
(120)

9,497
(223)

2,672
(53)

524
(6)

2,937
(82)

1,119
(27)

532
(7)

1,713
(49)

17,100
(407)

201
(11)

17,302
(418)

最大需要電力 7,278 442 1,291 5,544 9,157 2,576 505 2,832 1,079 513 1,652 16,435 155 16,590

供給予備率 4.5 16.2 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1 29.9 4.3

【8月】 東３エリア 北海道 東北 東京 中西６エリア 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 ９エリア 沖縄 10エリア

供給力
(内 電源Ⅰ´)

7,773
(184)

548
(16)

1,469
(48)

5,756
(120)

9,610
(223)

2,693
(53)

528
(6)

2,960
(82)

1,128
(27)

537
(7)

1,764
(49)

17,383
(407)

210
(11)

17,593
(418)

最大需要電力 7,401 442 1,415 5,544 9,209 2,594 509 2,851 1,087 517 1,652 16,609 160 16,769

供給予備率 5.0 23.9 3.8 3.8 4.4 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 6.8 4.7 31.6 4.9

【9月】 東３エリア 北海道 東北 東京 中西６エリア 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 ９エリア 沖縄 10エリア

供給力
(内 電源Ⅰ´)

7,232
(184)

552
(16)

1,382
(48)

5,298
(120)

8,954
(223)

2,635
(53)

485
(6)

2,583
(82)

1,047
(27)

526
(7)

1,679
(49)

16,186
(407)

210
(11)

16,396
(418)

最大需要電力 6,817 421 1,323 5,073 8,280 2,491 454 2,419 980 493 1,443 15,097 155 15,252

供給予備率 6.1 31.2 4.4 4.4 8.1 5.8 6.8 6.8 6.8 6.8 16.4 7.2 35.5 7.5

〈電 源Ⅰ ´ 考慮 、火力増出力運転 考慮 、連系線 活用 、計画外停止率 考慮 、不等時性 考慮 〉
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